
（別紙）             巡回診療実施計画書（詳細） 

 

（１）巡回診療（オンライン診療）を行う施設の開設者 

     開設者：周防大島町⾧ 藤本淨孝 

     所在地：山口県大島郡周防大島町大字小松１２６番地２ 

（２）当該病院の名称及び所在地 

     病院名：周防大島町立大島病院 

     所在地：山口県大島郡周防大島町大字小松１４１５番地１ 

（３）実施計画 

   令和６年１２月１日 ～ 令和７年２月２８日 

（４）巡回診療（オンライン診療）日 

     第２・４金曜日（眼科） 

     毎週火曜日（産婦人科）※対象妊婦がいる場合 

（５）巡回診療（オンライン診療）を行う場所 

     マルチタスク車両内 

（６）巡回診療（オンライン診療）実施責任者 

     周防大島町立大島病院 病院⾧ 松本 直晃 

（７）診療を担当する医師等 

     医師 2 名（眼科医師 1 名、産婦人科医師 1 名） 

     その他職員 3 名（視能訓練士 1 名・助産師 1 名・運転士（委託）1 名） 

（８）巡回診療（オンライン診療）を行おうとする診療科 

     眼科・産婦人科 

（９）実施の目的 

   自家用車等の移動手段を持たない高齢者や公共交通機関が利用しづらい地区に住む高齢者、

通院負担が大きい妊婦に対する医療の確保を図る観点から、医療機器を搭載したマルチタス

ク車両によるオンライン診療の提供及び通院支援を提供し、健康保持、増進に努めることを目

的とする。 

（１０）維持の方法 

   医療保険者からの診療報酬及び市町村からの検診費用の支払による収益。 

（１１）巡回診療（オンライン診療）における費用の徴収方法 

  次回病院の外来窓口受診時にあわせて徴収。 

（１２）実施予定対象者数 

     約 13 名程度／3 ヶ月（令和６年度） 

（１３）その他 

    本事業は、周防大島町政策企画課と周防大島町病院事業局の協力体制のもと、優れたデジタル

技術の実装を通じ、地域の社会課題解決に取り組む山口県の「やまぐちデジタル実装推進事

業」の一環として行うものである。 


